
令和２年６月１５日

N0.6 にじの丘中学校

保健室

学校が再開して、２週間が過ぎました。学校生活のリズムは取り戻せましたか。

梅雨に入りました。雨が続き湿度も高いので体調を崩しやすい時期でもあります。

食事、睡眠をしっかりとって、抵抗力を弱めないようにしましょう。

身体計測、視力・聴力検査は終わりました。これからは、学校医の先生による検診や、外部機関

による諸検査が予定されています。新型コロナウイルス感染拡大防止に努めて実施していきます。

６月１９日（金） １３：３０～

学校眼科医 松本 高典先生 （松本眼科）

＜何を調べるの？＞

目やまぶた（目のまわり）に病気や異常がないか、眼球の位置や動き、物の見え方などに

異常はないか調べます。

＜注意事項＞

○ コンタクトレンズはつけたままで検診できます。めがねはその場ではずします。

○ 目の痛みやかゆみなどの自覚症状がある人は、検診時松本眼科医に申し出てください。

＜予備日はありませんので、できるだけ欠席しないようにしてください＞
欠席した場合は、保護者の方に松本眼科へ連れて行っていただきます。

※ 視力検査の結果、「Ｂ」以下の人には、眼科検診の結果と合わせて「受診のすすめ」を渡し

ますので、もう少しだけ待ってください。

kosugi

●裏面に保護者の皆様への大切なお知らせがあります。おうちの方に、必ず見せてください！

眼科検診

健康診断が始まります！

毎朝の検温とかぜ症状チェックをしっかりやってきてくれてありがとう！ 朝は忙し

いし、面倒だな・・・と思っている人もいるかもしれませんね。でも、現在の状況下で

は、みんなを守るために大切なことです。しばらくは協力してください。カード忘れや

未記入のないよう、毎朝確認してくださいね。マスクを着けているので、体に熱がこも

りやすいです。誰もいない方を向いて、マスクの表面は触らずに、頬にあたる部分を指

で広げて風を入れるといいですよ。そして、重要な行動はとにかく【手洗い】これに限

ります！手洗いは、あなたと周りの人、みんなを守る行動です！



＜日本スポーツ振興センター利用について＞
登下校や部活動を含む学校生活において、けが（一部の病気）をして医療機関にかか

った場合、日本スポーツ振興センターに災害共済給付金の申請をすることができます。

瀬戸市では 「子ども医療費助成制度」によって、医療費の保護者負担はありませんが、

本来かかった医療費の１割相当額をお見舞い金として受け取ることができます。

＜けが発生から、給付金支給までの流れ＞

けが発生 ・お届けいただいている緊急連絡先に電話をします。かかりつけの病

院等をお聞きし、受診先を相談し決定します。

病院への移送 ・原則、学校から連れて行きますので、「保険証」「子ども医療費受給

者証」を持って、病院に来てください。

・時間帯やけがの様子によっては、学校に迎えに来ていただき、保護

者の方に病院に連れて行っていただく場合もあります。

◎ ご家族の方がおみえでないと、診療をしてもらえない場合があり

ます。病院への同伴に、ご理解とご協力をお願いします。

申請手続き ・日本スポーツ振興センターへの申請に必要な書類をお渡しします。

申請を希望される場合は、医療機関や薬局で証明を受け、学校に提

出してください。希望されない場合は、その旨お知らせください。

・必要な書類が揃い次第、学校から申請手続きをします。

◎ 申請に必要な書類は１か月毎に必要です。治療が継続する場合は、

新しい用紙をお渡ししますので、お知らせください。

給付金支給 ・申請が通れば、２～３か月後に給付金が支給されます。学費引き落

としの口座に振り込みます。センターからは４割分が支給されます

が、「子ども医療費」として負担した３割分を瀬戸市が受け取ります。

・申請有効期間は、けが発生日より２年以内です。また、保障は１０年間です。

・保護者の方に、けが発生時の状況をお聞きする書類をお渡しする場合があります。

必要事項をご記入の上、提出してください。

・保護者支払いはありませんが、かかった医療費が５００点未満の場合は給付の対象

にはなりません。

・紹介状がなく、陶生病院、愛知医科大学病院に受診した場合に発生する「初診時

選定療養費」は給付対象外です。全額保護者負担になります。

・詳細は、その都度ご案内します。

◎ ご不明な点がございましたら、養護教諭 小杉までお問い合わせください。

保護者の皆様へ

注意事項


